
河合町　上下水道課

河合町下水道事業

経 営 戦 略

計画期間：令和３年度～令和12年度

令和３年３月



令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,590 円 2,659 円

2,590 円 2,640 円

2,640 円 2,655 円

別添２－1

河合町下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 河　合　町

事 業 名 ：  下水道事業（公共下水道・特定環境保全公共下水道）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

公共下水道：昭和59年7月2日(37）
特環下水道：昭和63年7月1日(34)

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 43.2 人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
有

処 理 区 数 　１

処 理 場 数 　無

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

処理場を持たずすべて流域下水道に接続している。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

一般排水（一般家庭等）：120円/m3（税抜き）
従量制料金を採用している。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公衆浴場：従量制料金を採用している。
　一般排水（公衆浴場）：96円/m3（税抜き）
事務所等：累進従量制料金を採用している。
　一般排水（事業所等）：120円/m3（税抜き）
　中間排水（事業所等）：168円/m3（税抜き）
　特定排水（事業所等）：210円/m3（税抜き）
　※一般排水：1m3を超え300m3まで
　　 中間排水：300m3を超え750m3まで
　　 特定排水：750m3を超える分

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

水質使用料：特定排水のうち一定の水質基準を上回るものに対する使用料。水質に応じ従量制料金を採用し
ている。
　生物化学的酸素要求量：12円/m3～138円/m3
　浮遊物質量：17円/m3～175円/m3

平成29年度 平成29年度

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 　PPP、PFIの活用は行っておらず、今後の予定も特にない。

職 員 数 　上下水道課７人（内下水道担当３人）

　下水道事業はまちづくり推進部の中の上下水道課に組織されており、上水道の係と兼務している。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　次頁に経営比較分析表を添付する。

事 業 運 営 組 織

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

　下水道資産はほとんど管きょのみのため、下水資源を活用した未利
用エネルギー利用は行っていない。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

　処理場やポンプ場などを有していないため、土地・施設利用の対象
はない。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む） 　保守点検等は外部委託している。

 イ　指定管理者制度 　指定管理者制度の活用は行っていない。

まちづくり推進部 上下水道課

業務係

工務係

※兼務
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公共下水道
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特定環境保全公共下水道
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

　国立社会保障・人口問題研究所の将来人口予想に基づき、過去
の実績及び将来の普及率、水洗化率の若干の向上を見込んで算定
している。
　本町の下水道は概ね普及が行き届いたので将来は人口減少に伴
い、処理区域内人口も減少する見通し。

　普及率が９９％に達して概ね面整備は終えた状況である。処理区域内の水洗化率は向上しているがそのペースは緩やかであり、人口減少
に伴い有収水量は減少傾向を示している。
　今後も有収水量は減少していく見通しであり、現行料金のままでは需要減少に比例して使用料収入も減少する見込みである。

　大和川上流・宇陀川流域下水道事業の第2処理区に接続しており、処理場を有していないため本町の施設としては、主に管きょとマンホー
ルポンプとなる。
　公共下水道は供用開始は昭和59年度であるが、建設事業は昭和55年度より開始し現在で40年を経過している。特定環境保全公共下水
道は供用開始は昭和62年度であり、建設事業は昭和57年から開始している。
　資産調書では、管きょで最も古い資産は昭和45年度の管路で整備後50年を経過している。
　管きょの標準耐用年数は50年であり、目標年数は一般的に75年とされているため、更新は喫緊の課題となっていないが将来の投資を平準
化するために計画的な維持更新を検討していく必要がある。

　拡張に係る建設投資はほぼ終え、今後は維持管理の期間となるので、当面は現在の組織体制で運営する。

　下水道の有収水量は上水道の使用水量を基に、普及率、水洗化
率を考慮して将来の有収水量を算定する。
　将来は人口減少に伴い、有収水量は減少する見通し。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

・管渠の建設・更新に関する事項：
　新規の拡張投資は当面ないので、長寿命化を図り、投資額を低減する。

・流域下水道事業費に関する事項：
　建設負担金については、近年の平均程度を見込んでいる。

　昭和55年度に建設を始め、昭和59年度に一部供用開始して現在で37年を経過した下水道事業である。
　流域下水道に接続しているので町の下水道施設としてはほとんどが管渠となっており、99％の普及率に達している。
　過去に建設した管きょなどは標準耐用年数の50年を迎えてくるので、今後は修繕や耐震補強などの費用が増加する見込みであるが、目標
耐用年数75年まで適切な機能維持できれば、当面の期間は大きな投資がなく経営改善に取り組む期間とも位置付けられる。
　そのため、老朽度調査など対策を効果的に行って長寿命化を図り、経費の削減など一層の経営改善に取り組み、経営の安定化を目指
す。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標
　普及率が99％に達したので拡張投資等は発生しないことから、既存の資産を維持管理していく時期に差し
掛かっている。今後は、ストックマネジメントに重点を置き、老朽度調査など対策を効果的に行って長寿命化を
図り、投資額を低減する。
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②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

　特になし

目 標
　下水道の普及はほぼ完了したので、今後は人口減少に伴い使用料収入が減少する見通しである。
　更新事業の財源については、国庫補助金を最大限活用するとともに、財源確保のために５年毎に下水道使
用料を検証する。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項 　上水道事業の一体化の方向と同様に、下水道事業の県域一体化にも注視していく。

・使用料収入の見通しに関する事項
　今後の水洗化人口減少に伴う使用料の減少を見込んでいる。
　財源確保のため、料金改定を検討する。

・企業債に関する事項
　建設改良費他の一定割合を見込んでいる。

　投資以外の経費は少額であるため、過去の平均額程度で一定額を見込んでいる。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

使用料の見直しに関する事項
　財政・収支計画に基づき、将来必要となる更新事業に係る投資額について、住民への
説明責任を果たして理解を得るとともに、具体的な料金改定時期、改定率について決定
する。

資産活用による収入増加
の取組について

　本町は処理場を有しておらず、資産の大半が管きょであることから、土地の有効活用な
ど資産活用に適した対象はない。

その他の取組 　特になし

投資の平準化に関する事項

　本町は処理場を有していないため、主な投資としては管きょである。また、普及率が
99％であり、町内に下水道の整備がいきわたっているため今後は老朽施設等の更新が
主な事業となる。管きょに関しては耐用年数が50年～75年が目安となっているため、当面
は更新する時期とならない管きょが多くあるが、本町の下水道は開発により整備した区間
が多く、ある時期にまとまって投資が発生する見通しであることから、前倒しや後倒しする
などストックマネジメント的視点より平準化を図っていく。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　近年において、一定規模以上の更新事業などに計画・設計・調査・施工等について包
括的に民間企業に委託する事例もあるので、導入の可否、効果等について検討する。

その他の取組
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③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本計画の計画期間は令和12年までの10年間であるが、毎年の実績管理の結果、計画との差異が
大きい場合や、前提としている事業や財政等の条件が変更となった場合など、必要に応じて計画の
見直しを行い、計画の精度を高めていくものとする。
　今後、Ｐ（計画策定）－Ｄ（実施）－Ｃ（評価・分析）－Ａ（改善・見直し）サイクルを活用し、精度向
上を図る。

薬品費に関する事項 　該当なし

修繕費に関する事項
　本計画では現状の実績値に基づいた維持管理費を将来において計上しているが、修
繕費を増加させることにより建設改良費が低減できる、逆に建設改良費を増加させて修
繕費を低減するなど、最適化な投資方法を検討する。

委託費に関する事項
　現状の民間委託業務についても委託業務内容等の精査を行い、更なる効率化や合理
化による経費の節減を検討する。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　現在委託している業務以外に、委託範囲の拡大や近隣事業体と共同した委託方法な
ど検討する。

職員給与費に関する事項 　業務の効率化を検討し、必要人員の確認を実施する。

動力費に関する事項

その他の取組 　特になし

　該当なし
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様式第2号（法非適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

（決算） （決算） （予算）

区　　　　　　分 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

１． (A) 236,837 238,183 257,134 232,999 230,454 227,965 225,380 222,759 219,800 216,771 213,822 210,880 207,709
(1) 236,837 238,183 257,134 232,999 230,454 227,965 225,380 222,759 219,800 216,771 213,822 210,880 207,709
(2) (B)
(3)

２． 190,293 183,361 200,241 343,852 354,935 362,961 371,269 374,210 375,870 365,600 347,423 334,698 314,044
(1) 190,206 183,157 200,129 230,970 241,473 248,898 256,607 258,948 260,007 249,138 230,361 217,036 195,782

190,206 183,157 200,129 230,970 241,473 248,898 256,607 258,948 260,007 249,138 230,361 217,036 195,782

(2) 112,748 113,328 113,928 114,528 115,128 115,728 116,328 116,928 117,528 118,128
(3) 87 204 112 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134

(C) 427,130 421,544 457,375 576,852 585,389 590,926 596,649 596,969 595,670 582,372 561,244 545,578 521,753
１． 173,020 161,551 171,476 481,812 484,036 486,356 488,677 490,997 493,317 495,637 497,958 500,278 502,598
(1)

(2) 173,020 161,551 171,476 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259 166,259

(3) 315,553 317,777 320,098 322,418 324,738 327,059 329,379 331,699 334,019 336,340
２． 88,797 79,076 76,666 67,623 61,961 56,853 52,335 48,019 44,147 40,502 37,150 34,076 31,215
(1) 78,786 71,012 65,697 57,623 51,961 46,853 42,335 38,019 34,147 30,502 27,150 24,076 21,215
(2) 10,011 8,064 10,969 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(D) 261,818 240,627 248,142 549,434 545,997 543,210 541,012 539,016 537,464 536,140 535,108 534,354 533,814
(E) 165,312 180,917 209,233 27,417 39,392 47,716 55,637 57,953 58,206 46,232 26,137 11,224 △ 12,060
(F)
(G)
(H)

165,312 180,917 209,233 27,417 39,392 47,716 55,637 57,953 58,206 46,232 26,137 11,224 △ 12,060
(I)
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 236,837 238,183 257,134 232,999 230,454 227,965 225,380 222,759 219,800 216,771 213,822 210,880 207,709

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出
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様式第2号（法非適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度
（決算） （決算） （予算）

区　　　　　分 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

１． 149,600 146,200 193,500 118,416 115,166 94,573 87,508 78,082 64,856 62,200 62,200 62,200 62,200

108,100 104,000 105,600 58,616 52,966 32,373 25,308 15,882 2,656

２． 82,261 79,970 46,625 71,646 71,062 69,084 67,609 67,382 67,118 66,847 66,584 66,322 66,035

３． 27,000 23,000 28,000 29,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

４．

５．

６．

(A) 258,861 249,170 268,125 219,063 216,228 193,657 185,117 175,464 161,975 159,047 158,784 158,522 158,235

(B)

(C) 258,861 249,170 268,125 219,063 216,228 193,657 185,117 175,464 161,975 159,047 158,784 158,522 158,235

１． 89,621 91,252 132,108 111,214 116,014 116,014 116,014 116,014 116,014 116,014 116,014 116,014 116,014

２． 334,552 338,836 345,249 338,071 344,055 331,528 332,630 327,013 315,497 302,315 283,678 270,223 248,372

３．

４．

５． 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 424,174 430,088 477,358 449,285 460,069 447,542 448,644 443,028 431,511 418,330 399,692 386,237 364,386

(E) 165,313 180,918 209,233 230,222 243,841 253,886 263,527 267,564 269,536 259,283 240,908 227,715 206,151

１． 202,805 204,449 206,170 207,890 209,610 211,331 213,051 214,771 216,491 218,212

２． 165,312 180,917 209,233 27,417 39,392 47,716 55,637 57,953 58,206 46,232 26,137 11,224 △ 12,060

３．

４．

(F) 165,312 180,917 209,233 230,222 243,841 253,886 263,527 267,564 269,536 259,283 240,908 227,715 206,151

0 1

(G)

(H) 4,493,257 4,300,622 4,148,873 3,929,219 3,700,330 3,463,375 3,218,253 2,969,322 2,718,681 2,478,566 2,257,088 2,049,065 1,862,893

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

（決算） （決算） （予算）

区　　　　　分 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

190,206 183,157 200,129 230,970 241,473 248,898 256,607 258,948 260,007 249,138 230,361 217,036 195,782

186,705 179,709 200,129 230,970 241,473 248,898 256,607 258,948 260,007 249,138 230,361 217,036 195,782

3,501 3,448

82,261 79,970 46,625 71,646 71,062 69,084 67,609 67,382 67,118 66,847 66,584 66,322 66,035

30,978 29,887 28,121 26,355 24,589 22,823 21,571 21,571 21,571 21,571 21,571 21,571 21,571

51,283 50,083 18,504 45,291 46,473 46,261 46,038 45,811 45,547 45,276 45,013 44,751 44,464

272,467 263,127 246,754 302,616 312,535 317,982 324,216 326,330 327,126 315,985 296,945 283,358 261,817

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 繰 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

補

塡

財

源

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)
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